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2026 年 6 月 17 日 

商 工 中 金 

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。 

 

株式会社商工組合中央金庫（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根 正裕、以下「商工

中金」）は、個人のお客さま向けに、取引残高に応じた現金プレゼントキャンペーン「預けてプ

ラス」を 2026年 7月 1日より実施しますので、お知らせいたします。 

 

1. キャンペーン概要 

実施期間（エントリー期間）：2026年 7月 1日（水）～2026年 9月 30日（水） 

対象 ：以下の条件を全て満たした個人のお客さま 

①2026年 6月 30日時点で商工中金に総合口座を保有 

②実施期間内に専用 Webページからエントリーを完了 

 

2. 現金プレゼントの内容 

2026年 9月 30日時点の総合口座残高（総合口座内の普通預金・定期預金の合計残高）に

応じて、商工中金にお持ちの普通預金口座へ現金特典をプレゼントいたします。 

総合口座残高 プレゼント金額 

500万円以上、1,000万円未満 500円 

1,000万円以上、2,000万円未満 1,000円 

2,000万円以上、3,000万円未満 2,000円 

3,000万円以上、4,000万円未満 3,000円 

4,000万円以上、5,000万円未満 4,000円 

5,000万円以上～ 5,000円 

以降1,000万円毎に1,000円を追加、上限100,000円 

 

キャンペーンの適用条件等の詳細およびエントリー方法については、2026年 7月 1日に商工

中金ホームページ内に掲載予定の「キャンペーン情報」をご確認ください。 

 

以上 

 

【事前告知】取引残高に応じた現金プレゼントキャンペーン 

「預けてプラス」の実施（要エントリー）について 

https://www.shokochukin.co.jp/individual/campaign/
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【キャンペーンの概要】 

名称 取引残高に応じた現金プレゼントキャンペーン「預けてプラス」 

実施期間 2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水） 

対象となる 

お客さま 

以下の条件を全て満たした個人のお客さま 

①2026年6月30日時点で商工中金に総合口座をお持ちのお客さま 

②実施期間内に専用Webページからエントリーを完了されたお客さま 

エントリー

の方法 

こちらの「専用Webページ」からエントリー（2026年7月1日より受付開始） 

プレゼント

の内容 

2026年9月30日時点の総合口座の残高(※)に応じて、現金特典をプレゼントいたします。 

2026年 9月 30日時点の総合口座残高 プレゼント金額 

500万円以上、1,000万円未満 500円 

1,000万円以上、2,000万円未満 1,000円 

2,000万円以上、3,000万円未満 2,000円 

3,000万円以上、4,000万円未満 3,000円 

4,000万円以上、5,000万円未満 4,000円 

5,000万円以上～ 5,000円 

以降1,000万円毎に1,000円を追加、 

上限100,000円 
(※)総合口座内の普通預金と定期預金の合計残高が残高算定の対象となります。 

入金時期 2026年11月下旬頃に商工中金にお持ちの普通預金口座へ入金いたします。 

留意事項  本キャンペーンの対象は、2026年6月30日（火）時点で商工中金に総合口座をお持ち

のお客さまです。総合口座をお持ちでないお客さま（総合口座以外の普通預金口座

や定期預金口座のみをお持ちの場合等）は、本キャンペーンの対象外です。 

 本キャンペーンへのご参加にはエントリーが必要となります。実施期間内にエント

リーを完了されていない場合や、エントリーフォームでの入力内容に誤りがあった

場合は、本キャンペーンの対象外となります。 

 残高算定の対象は、総合口座内の普通預金と定期預金の合計残高です。総合口座以

外の普通預金口座および定期預金口座の残高は、残高算定の対象外となります。 

 プレゼント入金までの期間において、お取引を解消されている場合や、総合口座普

通預金口座が利用停止となっている場合、その他不備不正があると商工中金が判断

した場合は、プレゼント入金の対象外となります。 

 プレゼントの内容は、予告なく変更する場合がございます。 

 受け取られたプレゼントに対し課税が生じ、確定申告が必要となる場合がございま

す。詳しくは税理士等にご相談ください。 

 プレゼントは、入金をもってご通知とさせていただきます。 

 

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=phtc-mcsetd-810ef90dcd43aca9d674410728d5a97b

